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B5判 1. 100頁 定価10.000円

.私は本書を推薦します 不破龍登代

書評を依額さ れ本書を手渡された とき ，これはスパラシイ大著であると痛感した. まさ に本

書は処方する医師 と調剤する薬剤師にと って早天のを:雨とい うか待望の書である 本書によ

り医師 も薬剤師も処方上か ら見た治療 と投薬の理論と実際而において大いに啓発される こと

疑 う余地のないでき ばえである.執筆者の面々も現在活艇中の著名の臨床家の諸氏であ り，

ことに良ー友酒井威氏は薬学出身で医科を卒業しただけに薬の道についても エキスパート て・あ

り，第七改正日本薬局方の編纂にあたっては大いに その灘蓄を発事l'された人であ る.それゆ

え本書には医学的色彩と築学的色彩 とが実によく調和 されている.今までに見かけられない

手引書である. しかのみなら ずこの大著を企画 し完成にまで努力された旗川書底の労苦を絶

賛する とと もに医薬書出版界に一大真'献 されたこと を感服するしだいて'ある. 百聞は一見に

如かずとい うが.病院薬剤師，開局薬剤師の諸賢はともかく一度手にとり内容を 一覧するだ

けで もおすすめする.

新しい調剤・製剤学の集大成/

薬 剤学 理論 ・応用

【増補版1 F翠4313匂内藤俊 一若 B5判定価 3.900円

本苫は調~J学はもちろん ， 最近ク ロー ズア ップさ れてきた医薬品の安定性予測に関する思論，化学工学
的な基礎，生物薬剤学 (1吸収 ・排総 ・代謝)，製剤j技術など多方面にわたり 3，400余の文献を掲げて，
新しい薬剤学の理論と応用面を ，初学者にも きわめてわか りやす く系統的に解説したわが国唯一の書.
医薬品製剤l製造上のキー ・ポイン トと，できた製剤jの正しい評価方法を理解じやすく ;Jf説.学生はもと
より研究室 ・現場 ・病院薬局などの技術者 ・薬剤師の必j先送と して自信をもっておすすめする.

中 三邑払疲れ 生
世 主 日 夕 焼ξVノフミ 、

F李学器教室保刈成男著 B6判 定価 2，000円

本書は中毒に関する最新の診療事典とい 、うべく， 診療に必要な事項は網羅してあり， いままで無知識.
無経験であった中若手についても，詳細な索引により直ちにそれに関する総合的知識，病理，症状，治療，
予後予防について知ることができる 以上のよう に他に類例をみない特徴を備えた本舎は，病院の救急
セットと共に， 開業医家の机上，医局 ・工場医 ・衛生管理者の ホケットに，開局薬剤師の書架に，研究
室に，一般家庭に常備される最適の苫である.
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体力の減退・お朋，のあれに

6タミゑEが効〈 一 一
" ーーーーー

健康の基本条件を守る

ヒタミン Eは 、全 身 の J血液の循環とホ

ルモ ンの分泌 機 能 を 円 滑にし健康の恭

:<1，;条例を守るビタミ ンとして、 枇 近 そ

の軍事!'H~I :が強訓 されるとともに、食事

からが明記 さオLる量のたリなし、ことが問

題 視されておリます。 ユ ベ ロ ンはこの

ビタミン Eを i剤 とした析 し い タイ フ。

の凶民保他~主です。

しのびよる諸症状に

い つのII¥Jにか1!'.F.J:'1!が 効かなくな っ た、

手}:f;tLカヲ尖る、肩カずこる、 月JLの予定れペコし

みが目立つ・・・ .30をすぎる頃からしの

びよるこのような体力減退のぷ症状に

ビタミン Eの ユ ベ ロ ンカ、全身の組織や

器 官に働し、て、 健康的な若々しさと美

しさを守て りま寸¥

疲労、肩ニ η、手足のしび

れ、関節痛、 腰 痛 、 不 眠 、

血圧の不安にも ・

.Eisai.エ ーザ イ株式会社
- -- *J~-(都文京区小石)11 4 丁口 大阪・札幌・名山屋・福岡
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原 報 一一一

神農伝説の展開とそ の儀礼民俗町内2)

浦 郎 事3)

Saburo Miura: The development of the Shen Nung tradition and its ethnical cus-

tom. 

The author intends to consider the process in which Shen Nung， the father of 

agriculture， had been given the character of the originator of pharmacy， through 

the study of the E'thnical formal customs concerning the legend. 

(本論は三皇の序列に位置する農耕の祖 ・神

農の性格に，医薬創製の性格が加っていく過

程を論じ，その儀礼民俗を考えようとするの

が，その目的である.

1) 五穀に具わっている霊力の認識

古代人や未聞社会の人びとの穀物に対して

いだいていた霊力の認識については，すでに

種々論説のみられるところであるが1>中国

において古く “穀は民の司令なり " (管子巻3

山権数i寄〕また“五穀は民の司令なり (管子

巻23援度t:i)などと説かれ，五穀には人間の殺

生を司さどる超自然的霊力が宿るものと考え

ている.

李時珍が “本草綱目"に五穀の薬物起源を

論ずるに当り

穎日……天生五穀所以養人得之則生

不得則死(本草網目 巻22 煩〉

と.五穀は人間生令の根源であり ，天の五穀

を生じる由縁は人をして養うにあるから， こ

れを得れば生き得なければ死ぬ如く， 天意に

※1) 三浦三郎;第21回.第88年会 ・日本薬学大会

講演要旨 (1965)(1968) 
※2) 三浦三郎;いひなめの会 ・報告資料(1966)
※3) 山之内製薬(株)中央研究所 ReseachLabora-

tories， Yamanouchi & Co. Ltd. 
1) 肥後和男 ;古代伝承と新嘗，新嘗の研究，第

2騎，(1955) 
2) 稜，和名おおえの ζ ろ(俗) Seteria viridis 

Beauv. var. major GAUD (西山 ・熊代;校

訂訳註斉民婆術下 (1957)を引く〉

3) また和名うるしきぴ Panicummiliaceum L. 
である ともいう(白井光太郎監修;国訳本草
綱目 班(1930)を引く〉

応ずる霊力とみなしている.中でも大麦小麦

は

頒日……大小麦秋種冬長 春秀夏実具四

時中和之気 故為穀之寅(同 小麦〉

と.宇宙現象の本体的存在である 四時の中和

の気を得て育つものであるから 五穀の中で貴

いものであると論じ，また稜2)3)は

宗奥田……穣米今調之襟米先諸米熟其

香可愛故以供祭紀(同稜〉

時珍日-…一理熟最早作飯疎爽香美為五

穀長而属土故杷穀神者以寝配 社 五穀

不可遍祭祭其長以該之也(同)

と.諸米に先んじて成熟し，飯を作っても香

味爽かな五穀の長であり ， したがって穀神を

杷るときの嗣饗に供される由縁であると説い

ている.本草綱目はさらに続けて

上古以属山氏之子為理主至成湯始易以后

穣 指有功於農事者云 (同〉

と，農事に精通して功労のあった属山(神農〉

氏の子や后稜が，穀神を杷る稜主の職につい

たことを述べている. この記述は史記 ・封禅

書の引用であるが，史記以前にも古く中国の

諸書に

有列山氏之子日柱 為稜 自夏以上記之

(友伝昭公二十九年〉

昔列山氏之有天下也 其子日柱能殖百穀

百競故杷以為稜(国語魯語〉

是故属山氏之有天下也其子日農能殖百

穀故杷以為稜(宇L記・祭法〉

と.地神と穀神と農神とを不可分の関係にお

いて説いている.
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つまり，宇宙現象の本態的存在である“気"

を得て大地に育つ五穀は地霊の分身であり ，

その霊力を摂取することにより初めて人間生

命は維持出来る.その穀物に地軍を媒介する

蒋耕の術に精通する農神こそ，地霊と一身同

体の穀霊を杷る稜主の職に相応しいものと見

倣している.

以上，引用した中国本草の五穀に仮託して

いる薬物起源，すなわち百穀あって人の生命

を養わせるとする，思想の根底に投影してい

る “天 ・地 ・人"宇宙感三才概念を見逃すこ

とは出来ない.

2. 三皇概念の成立と神農伝説の発生

紀元前221年，始皇帝による秦の大帝国が

出現する以前のいわゆる“先秦の時代ぺ 儒

者の認識に従えばそれは人類のはじめに位す

る栄光の時代，道徳政治がくまなく実践され

た理想の社会とみなされ，統治者はみな民の

師表に仰がれる“聖人"であった.それがい

わゆる“三皇五帝"の時代である.神農は古

来この三皇のーに数えられているが，三皇の

内容にしても時代や典籍の著者の政治的，思

想的立場によって一定しているものでない.

三皇五帝の内容とその出典

¥¥聖古 1.')"，， 1※!L. I "" I" .l.) ~J 1 I 1 ¥ぞ 帝 |有i燈 fj(女l神|策!帝l帝II I I 

出 \之 名 I '~ I~TJ] ']]嗣||発|舜:国 湯
典 ¥¥ |巣!人 義嫡|段l帝 頭l特II I 
内 \\1~(\.!~(I1J I J.ct I .rtf l ""r!;'I I I 

易 ・ 繋辞伝 O 010 010 

尚 書 010 O ( l!( 1 

楚 辞 ・天間給 010 O 

荘子 ・繕性鋳 010 O 

准南子 ・4硲務ilJlI O O|O O O 

史記 ・五帝本紀

~I ~TTTJI 史記補 ・三皇本紀 010 

黄帝軒轍に始まる五帝の世をもって人類の

懇明期とみなす “史記"の古代感において，

4) 霊沢俊郎:神礼伝説の分析，東西学術研究所

論叢 12(1948) 
5) 明 ・凌稚隆;史記評林，補史記 ・三皐本紀の

序

6) 准南子 ・僑務副1;武進荘氏校本，漠 ・添郡，

高誘注

※〉伏議，庖儀ともいう.

司馬遷は三皇の名を多く語ろうとしてないが，

始皇本紀の中に天皇 ・地皇 ・泰皇(人皇〉を

もって三皇となすとする博士の 説を紹介して

L 、る.

“尚書略説"は燈人 ・伏髄 ・神農をもって

三皇にあて， またこれをもって天 ・地 ・人に

配すものとする説が見られる事実4>5> 而して

伝説形成に関する一般論から考察して，三皇

概念の成立は天 ・地 ・人三才観念の展開と不

可分の 関係にあるとみなさるべきである幻.

すなわち 天皇 ・地皇 ・人皇の概念は “天 ・地

・人"宇宙感の像影物なり とすれば， この概

念こそ三皇として最も原初的なものとなすべ

きである.以来， この三才観念を媒介としな

がら，中国創世期における原始の支配者たち

が整理されるにつれ，典籍の著者たちは彼ら

の思想的立場を反映させ，統治者をそれぞれ

文化的偉業を成し遂げた人聞の理想像に仕立

て，三皇の聖天子としてその序列に定着さす

に到ったものであろう . このように推論すれ

ば，三皇成立の時代は秦代〈前221~前202年)

を遡ると しても さして遠くなしω.

一方，司馬遷は伯夷 ・叔斉の心情を傷ん

で，彼らが餓死に瀕して首陽山で詠んだ辞世

の文書宇

神農虞夏忽駕没令

我安適帰突 (伯夷列伝第一).

を紹介している

司馬遷がさりげなく引用するこの怨詩の中

に，原始の聖天子としての神農の名が登場し，

しかもその文辞を “逸詩"として扱っている

記載を手がかりにじて，神農伝説の発生年代

を推理すれば，それも三皇成立の時代と同様

，戦国末期(前 220年前後〉を遡るとしても

さして遠くないであろう .

3. 農耕の祖・神農に現われているニ性格

神農の名と性格を 普遍的にし， また 最 も

よくまとまった古い記録に易 ・繋辞伝があ

る.

庖犠氏没神農民作新木為采採木為桓

采縛之利以教天下 蓋取諸益 日中為市

致天下之民家天下之貨交易而退各得

其所蓋取諸盤強
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この記述は鋤鍬の発明による農耕技術の発

達.農業生産が促がす交易市場の発展を神農

の徳として讃える ものである， “繋辞伝"の

作者は庖犠時代の佃漁生活， さらに神農から

尭舜へと続く創世の世代を，文化史的発展段

階に組立てることを念頭において，人類の先

達となった聖人たちの偉業を叙述しようと し

ている.

一方，農耕の祖 ・神農が青草の滋味と水泉

の甘苦とを嘗めて，人民をしてその避くべき

ものと就るべきものとを知らしめたと説くも

のに准南子 ・術務訓6)がある.

古者民茄草飲水采樹木実 食蔵蟻之肉

時多疾病毒傷之害於是 神農乃始教民

播種五穀相土地宜燥湿肥境高下 嘗百

草之滋味水泉之甘苦令民知所避就 当

此之時一日市週七十毒

この記述は形を労し慮を尽して民の先達と

なり ，国利を興し，民害を除いて開らなかっ

た原始の世における文化の創始者たち，聖天

子の労苦とその偉業を著者の五行思想的立場

を反映させながら讃えたものである.韓非7)

が “上古の世は人民少なく禽獣が多く ，人民

は禽獣虫蛇に勝てなかった.聖人が出現して，

木の上に巣をつくってこの害をさけた.民

は帰服して王と仰いて有巣氏と号した.民は

そのころ木の果 ・草の実 ・貝類を生食してい

たので悪臭堪えがたく ， 胃腸をこわすものが

相ついだ.聖人が出て燈(ひうちいし〉をき

って火を作り煮食することを教えた. 民はこ

れを徳として王と仰いで媛人氏と名づけた"

(五~編〉と考えていたような未開蒙昧な大古

に神農が出現し， 養生却病の霊力を具えて人

間生命の根源とみな される五穀の栽培法を 始

めて民に教え， また百草の滋味と水泉の甘苦

とを嘗めて，それらの利用法を民に授け，そ

れに因って原始の世には防禦せんとするにも

その手段を もたなかった疫病害傷の災禍から

民をして避けせしめたものとしている.

以上，古代中国における文化の創始者，農

7) 貝塚茂樹訳 日本と日本人 (1965)P 147 
8) 管・干宝撰;授神記，巻ー(百子全容の中)
9) 唐;司馬貞 ;補史記 ・三皇本紀

耕の祖 ・神農に託している両伝説の内容を勘

考するに，繋辞伝作者は近代農業経済学的な

価値の判断において神農の業績を叙述してい

るのに較べ，准南子 ・イ俗務訓作者は五穀の播

種にしても農業の開発を主たる目的にする も

のでなく ，未聞社会の生活環境に人々が必然

的に被むる疾病傷害の禍から民をして避けし

むるためのものであり ， さらに百草の滋味と

水泉の甘苦を嘗め分けてその利用すべきもの

を民に授けたとする，保健衛生の向上を以っ

て神農の徳と讃えている.

後世，千宝が

帝以絡鞭鞭百草尽知其平毒寒温性 臭

味所主 以播百谷・…・・8>

と，神農が赤く塗った鞭を以って百草をむち

うち，その平毒寒湿の性を知った上で五 穀を

播いたものとする，神仙的村l農の性格を述べ

ているが， この叙述にしても准南子 ・愉務訓

作者の思想をさらに道家的に強調し潤色した

ものに過ぎない.

4. 神農伝説にみられる神仙思想の展開

原始の聖帝，神農の性格とその徳行を集大

成している記録は，補史記 ・三皇本紀である.

司馬貞は煙人に代った庖犠から説きおこし

女嫡の世を経て神農の天下を次のよ うに語っ

ている.

炎帝神農民委姓母日女登有嫡氏之女

為小典妃感神龍市生炎帝人身牛首長

於萎水因以為姓火徳以王故日炎帝以

火名官新 木 為 租 探 木 為 采 来持之用以

教高人始教耕故披神農民於是作新祭

以括鞭鞭草木始嘗百草始有皆薬又作

五弦之翠教人日中局市交易市退各得其

所遂重八圭卜為六十四支初都陳後居曲阜

立ー百二十年崩葬長沙祈l農本起烈111 故

左氏栴烈山氏之子日柱亦日属山民間日

属山氏之有天下是也利1農納奔水氏女日聴

設為妃生予告哀哀生帝克克帝検問凡

八代五百三十年而軒鞍氏興需9)

ここにおいて准南子 ・{府務訓作者の.述べる

神農の性格が強調され，“始めて百草 を嘗め，

始めて医薬あり "と，近代薬学的な合理性に

も相通ずる医薬創製のl帯矢として，神農の文
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化的業績が説かれている.

つぎに宋代において鄭樵は，麿代までに伝

わる神農説話を集録した“通宏、三皇紀" の中

に神農伝説にみられる医薬創製の性格を

・…・民有疾病未知薬石乃I床草木之滋

察寒温之性 而知君臣佐使之義 皆目醤;而

身試之一日間而遇七十毒或云神農

嘗百薬之時一日百死百生其所得三百六

十物以[伝周天之教後世承伝為書謂之

神農本草 叉作方書以 救 時 疾

と述べている.すなわち古来，三皇五帝の

序列に位置し民の師表として仰がれた農耕の

祖 ・ネ111農の性格は次第に稀薄となり，代って

道家的神仙思想を背景にした医薬の祖として

の性格が相対的に強調されるに至っているば

かりでなく ，百草を嘗めて一日に百死百生を

繰り返しその得るところの三百六十物を周

ねく天の教えに応え後世に伝えんがため書と

なし，これを神農本草というに到っては，祈1農

の性格は神仙術をよ くする方術士の理組像で

あるといわねばならぬ. このように説菅以降

の神農は何れも神通力を具えた神仙として取

扱われ，史話があって伝説が生れ，それが時

の経過につれて神話世界の主人公に杷り上げ

られるという ，時代が降るに従って物語りは

古い世へと逆行する，説話成立の一般論が，

中国における伝説上の聖子信 ・神幾伝説の 展開

にもよく示されている.

5. 中国に知られている神農の儀礼民俗

1) 社i陵壇10)

..一社壇祭社複神之所也社五土之抵龍

五穀之 神被 非土 無以生土無以生土非

穀無以成故祭社必及榎……

以上の記述中，社は地神，複は穀神である.

社には勾竜，稜には后複を配するものとされ

ているが，.前述の如く稜主の職に就くべき者

10) 元 ・王禎 ;幾重F，巻十一，民社(商務印瞥版〉
11) 消会典図 礼制

12) 林野全孝，内宮の心の御柱の性絡について，

建築史研究(1955・4)
13) 三浦三郎;武蔵野の石稼の性格について，奥

武蔵， 122 (1968) 

14) 後漢書 ;礼儀志 ・上

15) 清 ・ 高士奇 ; ~従西巡回録

は后稜前には神農の司る祭杷であった.王

顧 ・農書においては民社(民間の新嘗祭)と

して説かれている.古来，中国における歴代

の王朝にとって社穣の祭は国家最大の 儀礼で

あり， 君主が王宮を建てるに当り， この二社

を王宮の右に，市して宗廟を左に杷るべきも

のとしている. 国家の存するところ，まず社

稜の儀礼が行われ，国亡ぶればこの祭りは廃

されるをもって，社稜の字義も自ら国家の意

に転用されるに到っている.

また社稜の祭式は

…中設石社主半在土中祭畢全埋麗

以木蓋・.....11) 

あるいはまた

… 韓詩外伝云社主以石矯之准五数

長五尺 準陰之二数方二尺刻其上以象物

方其下以象地健埋其半以根在土中而

本末均也・.....10) 

と説かれている.この“王踊 ・農書"が出典

とする“韓詩外伝"には本文に該当する章句

は今日み られないが，穀霊の依恋体として石

柱を用い，祭るに当ってその半ばを土中に埋

め，而して祭の後にはその全体を埋めてその

上を木蓋を以って裂うものと説かれている.

この石柱を以って穀霊の依り代，すなわち

斎串(し、くし〉となす祭式は，わが国伊勢神

宮の正殿の高床の下， ちょうど神体の鏡がま

つられている真下の土中に埋められている

“心の御柱"12) あるいは今なお武蔵野の農家

の屋敷の片隅に杷られている石棒の祭礼民俗

を思わすに充分なものがある.山

2) 先農壇 ¥ 

告洞先農己享・........

漢醤儀日春始東耕籍田官洞・先農先

農即神農炎帝也…..14) 

先農は神農の別名である.先農壇の祭は籍

田儀礼，すなわち田植え初めの予祝行事であ

る.この種の農耕儀礼はわが国の農村に広く

みられる小正月行事であるが，わが国におい

ては神農の名に託して行う ものは知られてな

し、.

3) 薬王廟

鄭州城在北有薬王荘矯扇鵠故里 薬王臨
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専杷扇鵠明高暦間慈聖大后出内幣 増

建神農軒鞍三皇之殿以古今医配食15)

薬王廟は伝説上の医聖，届鵠をはじめ古今

の名医を肥ったものであるが， 明代詩暦年間，

これらの聖医に医薬の祖として名を連ねる神

農や黄帝軒騒など三皇の聖帝を合杷したもの

である.

北京域内に杷る小薬王胸，北薬王廟の祭日

は月の朔日と十五日に定められ，その福徳神

のご縁日には市がたって賑わっていた 16)

6. わが国における神農の儀礼民俗

1) 神農講申合之定17)

醤業之義連年風儀不宜事共起相聞仁

術之道悉皆相調候而者 都出之預評判歎敷

奉存候依 之是迄打寄 ft合事等無之趣

ニ者承伝候得共何卒仁術之道をも相守又

夫々業株も相立候様仕度 今般神農講相企

評決仕候始末左之通

一，不提口叩不寅聖賢之書名家之不見秘書

薬性を知らす以己利口治療を引請候て煩

悩病者事

一，病症を知ら須して至治療剰疑敷薬種等

取扱或ハ高金之品と名号 時々相場ニ不

応格外之価取掠候事

一，大病人或ハ長病人任我意押而治療以多

し不見他医事

ー，病者之好ニ而他医相招候節者其所之監又

者掛合之醤添書鍬口上以相招人命不軽事故

与置ト薬方委敷申述来 堕之薬方をも相尋

病者引渡之事

附限病外療産家等之儀他医相招候者格

別之事

一，素人盲目 香具等之者共 病症治療之弁

へ奈く 狼薬剤を与へ病者甚ミ六敷相成候

而皆相頓候事等間々有之 其病者平癒無之

候而盤之処ニいTこし不尽汚名を受候而甚と

以業鉢之妨相成候故己(以〉来 右鉢之

者共治療叉薬剤与病者へは堅相断候事

ー，附治療中掛合之医相談なく売薬等相

用ひ候族も間々有之候由却而病lζ不応変症

16) 清教崇 ;m1~京歳時記(1900)

※〉師かつ

17) 伊東市小川，木村陣氏蔵

いたし候節病者之過を差置皆を誹誘いた

し候事等有之候間右鉢之儀相聞候得者早

速相断候事

一， 遊歴之監滞留療治%~叉暫俳佃いたし度与

申もの有之候其所盤へ相談事其 t神農

講仲間立会之上 遂穿盤為可相成者 此万

而取持差置候様仕度事

一，病者より来而乞治療候節者仮令如何成

公私用ニ而も差置間 外病用相務可申事

一， 名子水呑鉢之困窮もの治療之節者施薬

兼而差J心得之事

右条之趣堅相守可申若定違乱之輩立会

之故薬簡取上皆職差止候条議定如件

嘉永五年子正月 日

土!J巴村勝玄英

小土肥村青木純碩

土肥村大塚升隆

八木沢村石井竜玄

小下田村池田良哲

l司 片岡良斎

小土肥邸

御役人衆昨l

明応7年(1498)，明から帰朝した田代三喜

によって，中国宋代の李東垣，朱丹漢のいわ

ゆる李 ・朱医学が唱導され，その弟子曲直瀬

道三らによって漢方医学がはじめて実用の学

として庶民社会に惨透した.江戸期の医者の

仲間には法眼や法橋の名をj関わり ，幕絡体制

の官僚機構の一員に組入れられたお抱え医師

もいたが，彼等の多くは庶民の商買往来に初

めて一枚加わった医者衆で、あった.この時代

には平安朝の課試の制度や，医療官営，貴族

独占の制度もくずれ， 医者は誰でも最も手軽

に開業出来る知的職業の一つであったため，

庶民は彼等の生命を託すに足るべき，医者の

識見や医術の技何，あるいは職能人としての

性格などについて常に批判の目を厳しく注い

でL、た.

医者衆はこれら庶民の聞に本然的に生ずる

評判に対して，近代医師倫理学的な感覚を以

って，庶民との依存関係に融和をはかろうと

もせず， 自ら選民意識的な垣根を設けて閉鎖

社会に閉じこもり， 自己利益中心主義的な団
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結を以って庶民と対決する構えを示している.

上掲の資料は庶民社会のー職能人であるべ

きわが国の漢方医たちはギJレド的な団結をは

かり ，独占的排他的な権利の維持を企て，そ

の意図を伊豆地方の役人衆に伝えてその諒承

を得ょうと している ものである.その仲間意

識の結集を促がす精神的中心として，中国に

おける医学の祖 ・神農の名が利用されている.

2) 神農講

大阪における薬種商の集住地，道修町の記

録に神農講の初見は，享保12年 (1727)であ

るという 18) 神農講は道修町の中心的存在で、

あった薬種仲買人仲間の外廓団体と も称すべ

き集団名で、あった.元来，大阪における薬種

仲買人仲間は， 享保7年 8月， 公認株数 124

を以って発足している.その後，仲間株の譲

渡や権利の借用などが次第に窮屈になった〉

め，本庖(ほんだな〉から分家 ・別家して薬

種の仲買いを営もうとする脇庖(わきだな)

の設立に，その営業を保証する便法として，

第二組合的な集団を作り神農講とよんで い

た.

3) 神農さん

道修町の秋祭りを俗に “神農さんのお 祭

り"という .薬種商が神の加護によって無事

に職務を果すようにと ，安永9年のころ，京

都五条天神の祭神を道修町の寄会所へ勧請し

たものと伝えられる.初め寄会所の神棚に杷

っていたものが，大塩の乱(1837)で類焼し

たため，天保11年に庭の一隅に遷座して社を

設けた.冬至の 日に例祭が行われている.

今日 ，この祭神を少彦名命と呼ばせている

が，浪華百事談19)によるまでもなく ，祭神は

神農であることに変りない. これは明治政府

18) 武田薬品 ・百八十年史 (1958)を引く

19) 著者未詳 ;道修町小彦名神祭， 1良筆百事談，

巻 3 (新燕石十種第 1の内)
20) 辻普之助発仏毅釈， (岩波講座.日本歴史〉

21) 添田知道 ;香具師の生活 (1954)

22) 字 国尚 ;科l幾像の由来，薬局 4，3， (1954) 

23) 矢数道明;恩賜桝1幾像祭紀変遜年代表(漢方
略史年表の内) (1968) 

24) 茅原定 ，神農祭m医祖神，ZF:会:漫録巻3

(天保 4)

の宗教政策に基くものである.

すなわち，明治元年3月13日，王政復古神

武創業の始めに立ち戻り ， これを出発点とし

て原始社会の呪術的な祭政一致の制度を 回復

しようとする太政官布告が出され， 続いて17

日と28日に出された神仏分離令，廃仏棄釈の

政策20)によって，神農も異国名を もっ蕃神の

範略の神と見倣された〉め，皇祖 ・天照に隷

属する少彦名命を名告るに到ったものであ

る，

4) 香具師の守り神

わが国の香具師(てきや)は神農を祖にあ

おぎ，守り神として奉じている.香具師の社

会は商品経済の担し、手として最も原始的な稼

業の形態を現在に維持している.その仲間が

屈を構える場所は祭礼や韓日など人の寄る野

外であり ， また稼動を主にする業態であるた

め，一家という仲間の緊密性を確保する必要

上，厳しい戒律と捉が要請されている. これ

ら戒律と捉の盟いなどは神農の名の下に行わ

れるのが常である 21) 

5) 湯島聖堂の神農像

湯島聖堂，大成殿東方の高台に設けられた

杷殿に奉安されている神農像の由来について

は，諸書に詳しく述べられている 22)23)

7. 江戸庶民の認識にあった神農

中国に発生した伝説上の聖帝 ・利l農の名と

その儀礼民俗は， 江戸庶民の自に何のように

映っているかは，彼等が日常の実感を吐露し

て詠んだ庶民文芸 ・江戸川柳の作品にうかが

うことが出来る.

a)百草を嘗めたえいう神仙簿

神農の寝言は舌の音ばかり

(柳多留拾遺 4篇)

神農はたびたび腹も下してみ

(同上〉

神農は質草ばかりなめてみず

(同上〉

神農の腹けつしたり下ったり

(柳多留 57鈎〉

草を噛み木もl悩み五味を引出し

(柳多留 75篇〕

神農は鋸草で舌を切り

(柳多留 60篇〉
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腎薬を甜めて神農ついおやし

(榔多留 88筋〉

神農はぺンぺ ン草で舌鼓

(柳多留 1171;ij) 

神農は濃茶のような唾を吐き

(柳多留 138筋〕

神農のよだれ千才茶に流れ

(柳多留 147筋〉

b)漢方医が床の間にかけていた掛軸の図柄

山姥の苧をうむ所を医者ほ掛け

(安永 4年信 5丁〉

c)漢方医のフ 7 !リ ーフェスティヴァ Jレで

あった神農祭20

冬至とて医者殿ばかり春木町

(ツノキリ 22M) 

d)儒学的徳行の聖人と思われている神l農

(金ではやすい村l農の恩〉

(続 ・草結(京〉明和 5)

e)医薬の祖神

風邪くらい神農の毘で本服し

(柳多留拾遺 5f，道〉

神疫を噛み分けさせる医学館

( (柳多留 79箔)

f)薬種問屋街に漂う漢薬臭

神農の毘は本町を通るよう

〔柳多留 103t;ii) 

g)神農像の姿.神農像はわが国のお正月さ

まのように袋をつけ，論語に述べる荷篠丈人

の寵をもち，繋辞伝に創作したと L、う農具を

もち 佳南子に説く百草を嘗め，三皇本紀で

いう牛首人身の相をそなえている 25)

神農のように吸えて嫁をねめ

(柳多留拾遺 5紡〉

神農のように手を当て要笑い

〔柳多留 124:t'~) 

h)木薬屋の看板.江戸の本郷四丁目の角に

沢宿屋市兵衛とL、う薬種屋があった.屋号は

伊勢屋で、あったが沢潤の紋を商標にしていた

とい う説もある. こうから発売する口中薬は

江戸市中の評判を得ていた.その近く本郷三

25) 三浦三郎 ;新嘗の研究，第 3輯ー稲と祭儀口

絵説明 (1967)

※雨諮註万句合. (国会図書館蔵本〉本郷の兼康

応.沢潟は薬種屋.沢潟やはミがきうれる .

丁目兼康横丁に芝柴井町の出庖ともし、う歯磨

口中薬の元祖を名告る木薬屋があった.その

庖の屋上に漆喰細工の神農像がのっていた.

かねやすににらまれている木薬や

(安永元年松 3丁〉

沢潟を神農横ににらめつけ

(柳多留 131;;))判

沢潟と朝鮮攻は向い合い

(柳多留

沢潟一枚兼康歯がた〉ず

23筋〉

(柳多留 37篇〉

本郷の屋根に神農かうりうど

(柳多留 135箔〉

兼枯でばかり神農壁にされ

(柳多留 90筒〉

8.結語

以 ヒ，中国における神農伝説の展開を考察

するに

1) 神農は三皇の聖天子の一人に数えられる

ものである以上，伝説の発生は三皇概念の成

立と不可分の関係にある.而して三皇概念は

“天 ・地 ・人"宇宙感の三才観念の像影物と

見倣さるべき ものであり ，従ってネI!I農伝説の

発祥は春秋戦国のころと思われる.

2) 農耕の祖 ・神差是の性格に医薬の組として

の性格が付与されている理由は， “穀は民の

司命なり "とする古代人の穀物に対していだ

いていた生命的な精宣言!惑が媒介し，それが道

家的五行思想ないしは神仙思想を背景に展開

したものと思われる.

3) 中国における神農の名に仮託する儀礼民

俗に，農耕儀礼的なものと 福徳神的なものと

の両者がみられる.

特に社複壇の祭式，穀霊の依り代としての

斎串である石柱を用いる祭式は，わが国古代

における石棒信仰や “心の御柱"の謎を解く

鍵として考究さるべきものであろう .

の わが国においては，利l燥の名に託する農

耕儀礼は知られてない.

しかし特殊な閉鎖社会において，仲間意

識の結集を促がす精神的中心として，神農の

名が利用されている現象は，国民性の一端を

のぞかすものと して一考を要する課題である.

(13頁に続く〉
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江戸時代に於ける人参栽培事情

木 村雄 四 郎

Yushiro Kimura : The cultivation of Ginseng in the Edo Era. 

( 1 ) はじめに

今や国産の人参 (RadixGinseng)は福島

(会津)，長野(北佐久，小県)，島根〈大根島〉を

主産地として遠く海外に輸出し，外貨を獲得

しているが，江戸時代 にニン ツン (Panax

Ginseng C. A. Mey)の種苗を原産地の朝

鮮から移入し栽培に成功させた幕府当局の並

ならぬ努力は，わが国薬草栽培史上特筆に価

する ものがある.

筆者はさきにわが国に於ける人参 の品質規

格問題に関連して親しく生産の実情を調査

1jp，3)したが本稿では、江戸時代に於ける人 参

栽培事情の概要を述べたい，

(2) 人参を栽培するまでの経緯

わが国の漢方医学は安土 ・桃山時代 (1568

~1600) に入って中国からいわゆる李朱医学

が伝えられ，その発展に伴って逐次庶民の聞

に普及したが漢薬の需要が急増したため， こ

れまでのように中国や朝鮮からの輸入にみの

依存し得なくなった.

江戸幕府が当面する漢薬の自活対策として

いちはやく江戸の南北に麻布および大塚御薬

園を閉し、て薬草の種苗を育成し，次でこれを

統合して小石川御薬園UPを設置して名実と

もにわが国薬草増産対策のセンターとした.

とりわけ将軍吉宗は丹羽正伯，野目元丈，

松井重康，阿部将翁，田村藍水，植村左平次

らを採薬使などに任命して全国各地に派遣

し，薬草の生産を奨励したので、諸絡もこれに

倣って逐次菜園を聞き薬草の増産に寄与し

た.

江戸時代に漢種の薬草木が多種にわたり中

国および朝鮮から移植されたがニンジンはそ

の代表的な薬草として注目される.

そもそも人参が薬物としてわが国に伝えら

れた歴史は古く続日本書紀によれば天平12年

(739)湖海国王が人参30斤を聖武天皇 に奉呈

しており ， また当時の遣唐使や僧鑑真などに

よっても人参が麗らされたであろうことは奈

良の正倉院の薬物6) に人参が現存することで

も明らかである.薬物としての人参はその後

も屡々高麗王や李朝から進貢されたがとりわ

け僧医 ・田代三喜(1507~ 1595)が明国に留学

して李朱医学を伝え，その直系の曲直瀬道三

はいわゆる道三流の李朱医学(後世方)7)を

提唱し特に人参を賞用したので江戸時代に入

って人参の需要は急増した.

当時の人参は専ら対島藩を経て朝鮮から輸

入8) され， 慶長 (1596~1614) 延宝 (1673 ~ 

1680) を経て享保年間(1716~1735) にはその

輸入量も 上昇し元線年間(1688~1703)には長

崎会所を経て中国からも唐人参を輸入する始

末となった.しかし原産地の朝鮮でも当時は

専ら野生品に依存したので、年と共に減産し値

上 りしたのて、幕府は金銀の海外流出対策には

並ならぬ苦慮があった.

(3) 人参種苗の入手事情9)

幕府が人参の自鴻対策を講じたのは蓋し当

然の趨勢で、はあったがこれまでの対島務との

経緯もあってか実際に踏切ったのは享保年聞

からである.

すなわち，享保4年 6月(1719)幕府の御用

番久世大和守の用人は秘かに対島屋 敷の留守

居役 ・鈴木左治右衛門を呼び出し， それとな

く人参絵図の提出を求め，かっ人参の形状や

大さなどにつき照会した.

その時の口上書によると

『人参ノ絵図仕差上候ニ被仰付候，大概ノ、見

覚申候得共不委候然共有増覚之通絵図ニ仕候
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而差上申候実ノ、七八月ニミノリ仙参ノ実程ノ 宗対島守

9 

大サニ而赤ク御座候，春夏掘申候ノ¥性不宜由

ニ而九月比ヨリ掘取申由ニ御座候北請之深ミ

ニ自然ト生申候作候而ハ出不申物之由，彼国

ニ而茂申候以上

六月二十三日 宗対島守内

鈴木左治右衛門』

これによっても幕府当局の人参に対する関

心の程が判るが対島瑞では朝鮮でも作ってで

きないことを申述べてそれとなく人参栽培の

むづかしいことを調刺しているかに見える .

享保6年(1721)のある日，林良喜から江戸

対島屋敷の家老 ・平田隼人に対して人参の生

根を献上するよう内示したので.これを受け

た対島藩で、はすぐさま本国に伝え， 釜山在館

の役人に命じて内密に人参苗を物色させて入

手し，全年，宗対島守が参勤に際し， これを

持参し，全年10月23日留守居 ・鈴木左治右衛

門に使者として御用番水野和泉守に伺はせ用

人 ・赤星弥三左衛門に対面して人参苗の献上

について諸般の打合せを行った.すなわち

『朝鮮人参生根兼而才覚仕候処三本相調頃日

従国元到来候御用ニ茂御座候は x献上仕度奉

伺候以 上

十月二十三日 宗対島守 』

そこで問題の人参苗は鉢植とし水苔でおお

い，これを穴を聞けた木箱に梱包し，さらに

長持に入れてはるばる江戸に運んだもので水

野和泉守が登城して将軍吉宗に献上した.

ともあれ当時朝鮮でも人参は未だ栽培 して

おらず従ってその作り方も判らぬまま次のよ

うな口上書を添えていることが注目される .

『人参生根植之事四季の手入等致様之儀御尋

被遊候兼而朝鮮へ差置候役人ニ申付置候ニ付

才覚調リ候節商人共ニ承合候処植付様四季手

入等ニ不相知候得共山中ニ市掘取候様子，人

参大小ニ ヨリ二三寸，或ノ¥四五寸程土中ヨリ

茎ヲ生ジ，北ノ方夏木ノ蔭木ノ間ヨリ錨ニ日

ヲ請木蔭ヲタヨリ育チ候ト相見へ候由申候，

此段異国人ノ申分不世儀故差拍罷居候得共御

尋ニヨリ申上候以上

十月二十六日

鈴木左治右衛門 』

しかしこのような配慮にもかかわらず苗は

すべて枯死し，その後も数次にわたり生根の

移植が企てられたことは次の通りである.

享保 6年 6月25日 生根 3本

対島守より将軍へ献ヒ

享保7年 1月26日生根6本全上

享保12年12月28日生根7本 全上

享保13年 生根8本全上

亭保13年11月13日種子60粒全上

かくて，人参の生根は主として小石川御薬

園できわめて入念に移植されたがし、ずれも枯

死し最後に享保 14年 (1729)小石川御薬園お

よび日光御領地に播種したものが発芽に成功

した.幕府は別に長崎会所を経て中国(満洲〉

産の生人参を取寄せるため享保7年長崎在住

の南京商人 ・{食枚吉に委嘱して彼の部下を満

洲に派遣しており ，苦心の末享保11年 7月活

参 3株，乾参3株，参子 1包(約 100粒〉 を

献上したが，これらの種苗の処理についての

記録はなく ，恐らく伺れも失敗に終ったもの

と見られる.

(4) 幕府直営の人参栽培

幕府は人参の栽培地を日光御領地の今市宿

(現在 ・栃木県今市市〉に選び江戸吹上奉行

・西脇重郎右衛門，日光御目代 ・山口新左衛

門が監督となり，土地の百姓 ・大出伝1左衛門

により栽培に着手した.人参の栽培地を日光

に選んだ理由として

1) 気候的に適地と認められたこと.

2) 東照宮の和11領地のため栽培上の機密が

保てること.

3) 江戸との距離および交通事情を勘案し

たこと.

などが挙げられる.

まず栽培地を選び世話人制度を定め，耕作

人組合を組織して組合人以外には栽培を許可

しないなど，指定制とし，人参の調製場を設

けて専門技術者を常駐させ，品質の向上を期

するなど，すべて幕府直轄のもとに栽培およ

ひ、製造を行った.
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すなわち享保17年(1732)人参の栽培を御用

作として専売制を採用し，翌享保18年(1733)

人参寒養御用を命ぜられた植村左平次は宝暦

3年(1753)に至るまで25年に渉って毎年日光

に出張すること25回におよび宝暦 4年 (1754)

病を得て全年7月解職を乞うまで専ら人参御

用作の監督として精励した，

日光で人参の栽培を始めてから数年にして

元文3年(1738)5月には 日光産人参種子を江

戸本石町の岡肥後方および京都で広く庶民に

頒布しており ，安永13年(1763)には国産人参

苗も 5万株に達したといわれる.すなわち明

和 1年(1764)には江戸 ・神田紺犀町に人参座

を設けて国産人参の販売を始めている.

日光の人参栽培事業は享保17年 (1732)より

明治2年(1869)まで、136年にわたって実施さ

れたがその聞に寛政 2年(1790)から享和3年

(1803)までの12年間は勝手作として自由栽培・

が許可されかつ自由販売され同時に品質検査

も廃止されたため品質を低下したばかりでな

く人参関係の役人の失業者が続出し再び御用

作に切縫えられた.

日光での人参栽培反別について詳しい記録

が見当らないが寛政11年(1799)ごろの記録に

よると現在の日光市と今市市の中間地域がほ

ぼ中心地て伊jえば所野，七里，野口，平ケ11街，

室瀬，吉沢，大畑，長畑，芹沢，瀬尾，倉ケ

崎，大桑，小百，小佐渡，大波，針貝，塩野

室，壬生，田所，風見，沢叉， 大沢，大和田

島，小代，板荷，草久，御幸alJ，石原町等の

広範囲に渉り参作人も当時 176人を算したと

し、われる.

とり わけ板荷には御用所(御役所，人 参奉

行所ともいった〉を設け芽出し，見分け，掘

立見分け，作の見分け等を行い，かつ土恨の

買上げや人参の加工調製が行われた.現在の

栃木県鹿沼市立・板布j小学校はその旧跡であ

り，明治 2年(1869)維新の改革と共に廃止さ

れ，幕府の直蛍であっただけに一朝にして衰

微し消滅したのは残念で、ある.

(5) 松江藩の人参栽培

松江藩の人参栽培は藩主松平宗街が宝暦10

年(1760)御側役藤江八郎衛門に命じて江戸 ・

青山の藩邸に藩士 ・小林新蔵に人参を試作さ

せたことに始まる.新蔵はその経験にもとず

き安永2年 (1773)出雲国意字郡東津田村に

人参畑を作り人参畑御番となっ たが 翌 3年

(1774)さらに島根郡御城内木苗方に人参畑を

作ってその方にiliiじ，津田畑は伊原甚右衛門

に管理させたが不作のため木苗方の付属とし

たが寛政11年(1799)新蔵の病死と共にその栽

培も一見廃止された.

たまたま出雲地方に天災相つぎ松江務も財

政窮乏を告げたため，その財政建直しのこと

もあって人参事業が計画され，新蔵の息 ・小

林茂重が起用された.すなわち文化 1年 (804)

9月日光御領地に赴き親しく人参栽培を習得

して帰国し，意字郡古志原村(今の松江市内〉

に人参を試作した.また文化 4年(1W7)には

出雲国大原郡仁和村の木村太郎左衛門は務命

により京都に出張し山本|吐縞について人参栽

培およびその調製法を伝習 して帰った.

かくて松江落直営の人参畑を御手畑とし、し、

順調に発展したので、百姓にも栽培を許可し

た.いわゆる百姓先IIで，いずれも藩の専売制

として生産および販売を統制したがその増産

と共に文化13年(1816)人参の他国売のことを

幕府に申請して許可を受け.さらに文政 4年

(1821)には 3，000斤まで販売することの許可

を得，文政 7 年(1824) には 5 ， 000~6， 000斤の

Fig. 1. 松江市人参方における

人参方役所の門

販売が許可されるにおよんで逐次 3都，北国，

長崎辺へも販路を拡張し.天保4年(1833)に

は出i人参 300斤を長崎を経て中国に輸出す

るようになった.
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これより先，藩は文政2年(1819)松江， 天

神橋東，誓願寺南に人参方役所および製造所

を新設した.現在の松江市人参方はその旧跡

であり，当時の人参方役所の門だけが現存す

る.

松江藩の人参畑は御手畑(俗に御上畑とも

いう〉百姓畑もいずれも人参奉行の管理のも

とに適地を選んで御手人に栽培させ，各地に

会所(人参方役所の出張所〉を設けて藩吏を

駐在させ，一方庄屋の家に御用聞を置いてと

もに栽培-上の指揮監督をしたものでひところ

は務内に28ケ所の会所があり ，内 2ケ所 は大

根島にあった.

大根島 (八束郡八束村〉では天保の初期か

ら御手畑 200畑(1畑縦 4間半，横 3.5尺〉

を設け村民の中から数名の御手人を選んで栽

培させ，御手人頭がこれを指導した もので，

遅江には会所(人参方出張所〕 も設け藩吏が

出張して万般の指揮を行ーった.初代の御手人

Fig. 2. 出雲大根島における人参畑(現況〕

頭は官江才次郎で八束村竹矢田から大根島に

渡り，初めて人参栽培法を伝え，その子 ・直

市(天保6年生〉 は父の職を継ぐこと数年で

波入の御手人頭になった.

二子に御手畑を作り 会所ができたのはその

後のことで御手人頭は安部源三郎(文政 8年

(1825)~明治27年(1894))で藩から扶持米 6俵

を受けてお り，その子・延ート(嘉永4年 (1851)

~昭和8年(1933))がその後を継いだ.

当時の人参畑は播種後 4 ~ 5 年を経て根を採

掘したが，およそ30年聞は同じ畑で人参の連

作ができないとして， 藩吏は各地を巡回し，

適地があれば所有主のいずれを問わず直ちに

没収して御手畑とし かっ藩吏の命に より御

手人の下に労役に服させたもので，この種の

土地の没収と強制労働に対し義憤を感じた亀

尻の人柏木又衛門(明治14年没〉は屡々人参

方役所に農民の苦衷を訴え，その善処方を懇

請し，後年江島中浦〈人参方の手によって人

参事業の益金でできた中海の埋立地〉にその

代償地が下付されたといわれる.

ともあれ当時の人参畑では畑地の仕込，小

屋掛け，播種，手入，種取，採掘に要した労

力は人参畑 100畑(1反 5畝歩〉につきおお

かた次の通りで、あった.

新畑延 790人

内訳 置 屋根 400枚 40人

仕込撫上 ・草取 150人

折返両度撫上草取共 200人

土卸御種入 300人

針目小道直 ・掃除 50人

垣捺跡片付 50人

置屋根竹切地割竹土留竹綜 30人

古畑延 470人

初年生

2年生

3年生

4年生

90人

95人

75人

105人

5年生 105人

これを見ても当時の農民がし、かに労力に徴

集されたかが判ると共に人参栽培作業のあら

ましを知ることができる.

大根島における遅江および二子の御手畑は

初め各 200 畑で、あったが後年 400 畑 ~ 500 畑

に噌反され，他の地域に比べて適地の多いこ

とが知られる.当時人参の栽培や調製の 方法

はすべて厳秘とされ御手畑の周囲には堅固 な

垣がめぐらされ御手人も年々厳しい身元調査

が檀那寺で行われ務に提出されたら しく ，今

でも波入の全隆寺には当時の記録が残されて

いる.

対[↑は農民の出願によって畑数に応じて種子

が下付 されたがみだりに畑の増減することを

許されず，従って百史上畑は御用畑に比し少な

く，嘉永年聞の記録によると波入の安部嘉平

次〈文化 2 年(1805)~明治22年(1889) ) が嘉永
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5年(1852)人畑畑 5の噌反が許されており ，

その他波入， 遅江，馬渡，~も尻， 寺津，二子，

入江等各部落の有力者が許可され，逐次増反

し1戸当り 20畑になり，成績によって褒賞金

を与えて増反を奨励している.

Fig. 3. 会津若松在における人参畑(現況〉

種子は御手畑 ・百姓句fIを問わず‘すべて古志

原の人参種貯蔵所から何11作に応じて配分され

播種にはすべて藩吏が立会い余分の種子は焼

却された.また，人参の種子は務では 4年生

~ 5 年生の株から結実した も のを採取し封印

して種子貯蔵所へ送付し，士根もおおむ ね 5

年生の根を掘上げ，その時期は採種後 30日と

され，土根は監視付きで人参方役所へ直送さ

れた.藩の人参事業は文政~天保初期には人

参価の暴落で一時頓挫したが天保4年 (1833)

幕府の許可を得て璃製人参 300斤を長11向を経

て中国に輸出して声価を上げて以来漸く好調

を示し嘉永末年頃から安政年間の需要増のた

め藩の財政面に寄与し幕末の頃には人参方の

収益により大いに軍資金の調達に役立ったと

し、われる.

明治 1年(1868)当時御手畑は 5町6反 7畝

18歩3厘であったが維新の改革と共に人参方

の貯えた金銀と共に会計本局に移され，人参

方役所は物産会所の所属となり 翌年廃止され

た.次で明治 4年(1871)廃藩置県と共に島根

県人参課は松江市松本飲次郎，大根!11安部柳

兵衛，本庄村 ・村山内幸な どの 8名に一切を

挙げて払下げられ，明治 7年寺津に 2ケ所，

同8年波入に 1ケ所の人参製造会社を設けて

専ら阪神地方と取引したが明治19年(1886)解

散したが幸にも先人の偉業を継いで発展し，

とりわけ良質の人参が生産され注目される.

(6) 会津藩の人参栽培

会津藩では明和 3年 (1766)藩主松平恭定が

人参の種子を幕府より下付されて門田村諏訪

原に試作したのが始まりとされる.次で寛政

4年(1792)会津若松の医師安田厚伯は自作園

に小石川御薬園か ら人参種子25粒を受 け播種

し試作している.しかし会津藩が本格的に人

参の栽培に踏み切ったのは寛政7年(1795)本

草家佐藤成裕を招いて人参の栽培を始めてか

らで享和 3年(1803)会津滞家老田中玄宰は出

雲より人参種子を移入し，その栽培を務営と

し， 東名古屋町に人参役所を設け，大いにそ

の拡大発展につとめた.文政12年 (1828)8月

会津滞主は人参を中国に輸出することを幕府

から許可を得て，天保2年(1831)には幕府は

諸国人参中会津人参 1万1干の他は輸出しては

ならぬとの布告を出しその翌年には長崎会所

に売込み初めて中国に輸出し爾来順調な発展

を遂げた.

(7) 信~'I'I における人参の栽培

信州における人参の栽培は弘化 1年(1844)

北佐久郡志賀村の農民 ・神津孝太郎が 若冠18

才で日光御領地 ・上都賀郡長畑村に高橋銀右

衛門を訪ねて秘かに人参の種子29粒を得て帰

り，そのうち15粒が発芽したが後すべて枯死

した. 翌年7月再び日光に赴き生株数本を求

めて帰国し移植したが 3年生苗が活 着した.

弘化 3年(1849)三度目光に赴き秘かに種子を

求めて帰り，漸く発芽に成功した.

Fig. 4. 信州北佐久郡における 人参畑〔現況〕

当時幕府は野州(日光)，会津，出雲の 3識

の他は，人参の栽培を制限しており ，種子を

入手することも栽培することも多大の苦心を

要したもので，最初から民業でスタ ー 卜した
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ところに信州人の根性が認められる.

嘉永2年(1849)日光より 高村某を招き人参

の調製法を学び生産上きわめて好況を示した.

文久 1年(1861)人参市価の暴騰によって栽培

も順調に発展 し逐次隆昌に赴き維新後幾多の

迂余曲折を経て今日におよんでいる.

(8) おわりに

これを要するに，わが国に於ける人参の栽

培は江戸時代に幕府によqて開発されたもの

で，次で松江務および会津藩でも旺んに栽培

したがし、ずれも独占企業として専売制を採用

したので・その他の地方で、栽培するには種苗の

入手並びに栽培技術の導入上きわめて難事で

あったことが判る.

しかしその聞に処して信州では当初から

ー農民の熱意により人参栽培の企業を達成

し，今日の隆昌を見るに至ったものであるが，

これに反 してその発祥地日光では幕府の御用

作によって栽培管理が厳しかった故か官営の

廃止と共に根絶したことは蓋し生産上の意 慾

に乏しかったものと見られる.

今や明治維新以来まさに百年を経過し，人

参の栽培管理も地方的に幾多の曲折を経て発

展してお り，いずれ稿を改めて考察したい.

(7頁から続く〕

本研究Irお便宜とお指導を賜わりましたこ松学会

大学教授橋川時雄先生，宇都宮大学 (農〉教授熊代

率土産先生，資料の利用を許可して頂きました木村博

本稿を草するに当り 人参史を拝借 した清水藤太郎

博士，調査にと便宜を戴いた木村定晴(松江市〉氏，

並びl乙協力された安部11育児(大根島)，酒井克雄，酒

井忠彦(信州丸子町)，鈴木隆彦(会津若松市〉の各位

lこ対 し厚く御礼を申上げます。

引用 女 献

1) 木村雄四郎，鈴木隆君主 :会内人参の生産状況に

ついて ; 日本大学薬学研究年報 v~vr (1963) 

2) 木村雄四郎 :大綬島に出雲人参を訪ねて ;和漢

薬 No.183 (1968) 

3) 木村雄四郎:会津人参と信州人参;和漢薬 No.

185 (1968) 

4) 木村雄四郎 :小石川御薬園;薬局 ¥1Il(1957) 

5) 上回三平 :日本薬園史の研究(1956)

6) 朝比奈泰彦編修 :正倉院の薬物(1955)

7) 消水藤太郎 :日本薬学史 (1949)

8) 今村納 :日本へ人参の将来された年代について

本車 No.9， No. 10 (1933) 

9) 今村純:人参史 N. 98-119 (1934) 

10) 伊沢一男 :野州日光の人参栽培の史的考察 ，星

薬科大学紀要 v.(1956) 

11) 植村左平次:薬草御用諸国相廻候日記(1754)

12) 福田要 :会津薬用人参11:関する研究 (1957)

13) 島根県 :島根県民於ける薬用人参の沿革と現況

(慨要) (1952) 

氏. ならびにお助言を賜 りま した京都大学〔文〉教

授重俊郎先生，奈良女子大(文〉教授大島利一先生，

旧奈良国立侍物館学芸課長小野勝年先生に謹んで謝

芯を表します。
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一一 史

林 香

静岡県庵原郡由比町東山寺にある 林香寺に

栽培された朝倉山槻は，江戸時代を通じて徳

川幕府に毎年届けられたもので， これを林香

寺山根の名で呼んだ.

山械については，日本薬局方では Zanth-

oxyli Fructus， Zanthoxylum piperitum De 

Candolle.または他の同属植物の成熟 した果

皮で，種子，果柄，枝およびその他の異物は

30%以下ということになっており ，その粉末

もまた山根末として記載されている .Xan 

thosは黄色，xylumは木，piperitumは胡

根様と L、う意味で，邦語の「ハジカミ」とい

うのは「ハジ」はハゼル， Iカミ」はニラの

古名よりと伝えられるが，まこと辛味深い も

ので，芳香性健胃剤，または調味料として用

い，特に魚毒を消すものとして古くから使わ

れた.静岡県では浜名湖の養鰻事業にと もな

い，鰻料理に必須の調味料として広く使用さ

れている .I.Li械の成分については， 日本薬局

方解説書や，刈米達夫 ・木村雄四郎共著の

「最新和漢薬用植物」などで御覧の ことと思

う.山械の文献としては

朝比奈泰彦 ・今野運治:薬誌 36，80(大5).

滝口滝三衛生試験所報 19，167 (大12).

牧野富太郎 :植研 5，378 (昭3).

内田壮 :工化 15，941， 1066 (明45).

内田壮 :工化 31，895 (昭3).

浅野三千三 ・兼松鉄雄 :薬誌51，384(昭6).

村山義温 ・篠原 伝 :薬誌 51，379(昭6).

下村孟 :薬誌 63(昭17)

浅野三千三 ・相原伝:薬誌 69，376， 381 

(昭24)

相原伝 ・鈴木猛 :薬誌 71，1323(昭26).

などがある.

日本薬史学会

料 一一

寺 山 椴

斎藤 幸男

本草綱自の果部32巻には秦概(大槻，芯栂〉

と ， 萄械(巴事~ ， 川椴， 漢概， 南棟〉 の二つ

があり ，秦械の方は萄版より味が短かいと記

されている.

南京薬学院薬材学教研組著の荊材学 (1961

年版〉にも， 秦槻と窃取を記述 してい る.

現在本邦における山取の産地としては，和

歌山，岐阜，静岡，兵庫の各県があげられる

が，延喜式諸国進年料の雑薬の部から表示す

ると ，次のようになる.

〔「萄椴の諸国進年料」より延長 5年J C単位 升)

国別|酔 料|国別|酔料|国別 |酔料|国別 戸 空

l武蔵 o I越後 1 8 1 美作 7畿 内 1""'踊 v 1 == 1 u 17':''- 1 

l下総 4 I佐渡 1 30 1備前 1 6 

1に ご コ 山 陰道 |備中 |
20 1東山道 1""'"'"""'1備後 i

丹波

丹後

但馬

2 1安芸

17 1長門

10 

25 
q

L

η

δ

a
り

9

1

 

江

濃

濃

近

美

信

3

道海東

! ・し 眠 因幡 1 4 1 南海道
伊賀I 1!上野 o I "" '，ru I 

| ト--'-一一l但脅 1 9 尾張1 25. 81 I ， .~ ~ 1 - 1. <; 

I ~ ~ ~ I ~ t 陸道 l 出雲 I 5 1紀伊
参河110 l二二二二二1'-'-1 -I 
遠江I 8 長詞--;)/ 石見日~/ 土佐 |1 15 1右欽 却 1---'一一一IC秦板)1
駿河1 20 1越前 27 1 山 陽 道 1阿波 1 8 

伊豆1 10 1能登 30一一「汀 讃岐 1 20 
甲斐I30 I越中 4 Ic桑板)I 伊予 I4 

古くから本邦の各地に産したものであるこ

とが知られ，窃取すなわち朝倉山根と秦棋は，

これもまた，古くから区別して取扱ったもの

と思われる.駿河，伊豆，遠江の三 国からなる

静岡県もまた，古来各地に産したも のでーある.

山臓の実は， 6 ~ 7 年の成育樹では一本約

3キロの収穫があると見積られるが，乾燥し

ての量から推して考えると上記の量に達する

山淑の本数としては，現今の植林に比 べれば

まことにわずかな ものであるが，山臓のもつ
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特別の香気は早くから人々に知られ，そして

利用されたものであろう .

小野間山の本草啓蒙には， 111搬について秦

椴，申槻，含丸使者，士搬などの別名を挙

げ，萄棋を峡版，ナJレハジカミ ，アサハジカ

ミ，アサクラザンショウと呼ぶとあり ， この

本にも萄の国の物を上品とすると記され，朝

倉山取は，窃の種ではないが，局取の名を借

りて用い，この品は元但州朝倉から出 るので

朝倉山根という .今は丹波に多く伝え， また

摂州有馬にも多く栽えると書かれているか

ら，本草啓蒙の著わされた文化3年 (1806)頃

f の朝倉山根の状況の一端を知ることが 出来

る.駿河国では，現在も由比川， 庵原川， 安

倍川，藁科川，朝比奈川などの流域で山間部

に見出されるが，みかんの栽培のため年々減

少の有様である.

ここに述べようとする林香寺山取もまた，

朝倉山取にほかならないもので，落葉議木，

葉は奇数の羽状複葉，葉柄の基部に刺が全く

なく ，果実は他種より大きく ，辛味も多く

て，香気も高L、L、わゆる上品に属するもので

あるが，秦淑に比べて，育てにくく，枯れや

すいという欠点がある.

上述の朝倉山搬が此の地方の人々によって

林香寺山根と呼ばれるゆえんは，庵原郡由比

町東山寺にある臨済宗の西湖山林香寺に栽培

されて，家康以来，徳川幕府に守られてきた

からである.

林香寺の開祖，九英禅師は中国の酉湖畔に

生まれ，鎌倉に来たが，清見潟を一望す る由

比町東山寺の地が故郷の風景を訪併するとて

ここに西湖山を号して住んだ.興津の清見寺

と共に当地方五山の一つに数えられ，かつて

は由比川，牛沢，妙沢に固まれた寺領を有し，

等身大の延命地蔵尊の金色像は湛慶作とも伝

え，境内のしだれ桜は家康お手植えとも伝え

られる.由井正雪も幼時，この寺小屋に学ん

だという .由比地方はびわ ・みかんの産地で

もあるが，みかんは林香寺住職厳城和尚が岸

和田泉光寺の出身で，温州みかんを携えて来

たのに始まるという .享保元年2月21日， 同

翌2年 1月14日と再度にわたって諸堂が焼失

したため古い史料が見出されないのは残念で

ある.

林香寺の参道である坂下に西湖山，林香寺

の二つの石碑があったが，農地解放で現在は

桃山時代の建築と いう山門の前に移されたが，

徳川時代にはここに 1寸厚味の檎材製の入屋

形高札があって，同寺内の山根畑は幕府から

保護された.今林香寺が保存する禁札は，慶

保年中のもので墨跡も明らかでないが，記録

によると

御 札

1. ILi撤畑に狼りに入るべからざること

2. 当山の山林，竹木を損りに採せざる こ

と

3. 守内に於て殺生なすべからざること

右の条堅く相守るべく，若し違反の輩これ

あるに於ては急度沙汰におよぶべき者なり

慶安二年八月十七日 志摩守

とある.

山門の西側には約4反歩の山取畑があった.

この山取は選果のうえ，年々江戸幕府に贈ら

れたもので，毎夏土用三日に，町の娘たちが

選ばれ，その娘達の手で芽をつみ，実を採り ，

果柄をつけたまま，葵紋入りの盆の上で，種

子を去り，重箱の中にモロコシの葉を敷いた

上に，さらに吟味した山搬をー房ずつなら

ベ，重箱を重ね約五升と し，重箱の一つ一つ

の上に山i恨の葉をのせて蓋をし， さらに外箱

に納め， i献上林香寺山栂J r御朱印」本山

の「花園」の札に守られ，御箱用人，宿役

人，林香寺住職，町問屋，町年寄，百姓総代

などが行列をつくって駿府に至り ，駿府役人

から茶山の代官所を経て江戸へ下ったもの

で，この行事は明治 3年まで 260年余りの間

つづいたので、ある.

この山淑は幕府のほか， 重役方へも届けら

れたものであろう.松平信綱(伊豆守〉の書

状が林番苦二に所蔵されている.

これらの場合もすべて役所扱いで当時の受

領書もあるが，日付の記載を欠いている.現

在のように秒まで問題にする世の中では考え

られないことであるが， r駿府奉行所雑記」
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の中の「差上物品品」という項にこの地方の

差上物について，次のよ うに定めている.

すなわち，四月は笥，五月には白瓜，なす，

六月は熟瓜と山椴，七月はi縫うづら，十一月

は芝川苔が江戸御台所にさしあげることにな

っており，山淑については六月土用に入り三

日ほどすぎ木放し，選果，宿次証文とあるの

で，食品類の保存法も現在と異なり， 111淑と

いえば土用入り三日と決められ，特に日付印

の必要もなかったものと思われる. (上述の

月はいずれも旧麿である〉

林香寺山根が徳川幕府に献納されるように

なった起こりは，慶長六年徳川家康がこの地

方に鷹狩を催されたとき，林香 寺 に 休 憩 し

て，冷水を所望されたので，住持天輪和尚(岡

山より八世に当る)が，井一杯に冷水をたた

え，それに朝倉山根を添えてさしあげたとこ

ろ，家康はし、たく喜ばれ，その山椴について

問われたので，天輪和尚は開祖九英禅問iが，

唐より携えた朝倉山椴で、あることを 答えた.

家康は早速，山t担を毎年届けるようにと命じ，

13石1斗の知行と寺中の山林，竹木の諸役を

免ずる冒の御朱印の下賜があった.

以上のことについて当時の由比本陣の岩辺

郷左衛門の記に，慶長6年在城の時とあるの

を，在城は慶長14年以後のこと であるから誤

りであると，加藤正行著「名遠里曽記」に書

いたもので，それにしたがって記されたもの

もあるが，慶長6年は東海道に伝馬の制が設

けられ，金沢文庫の一部の本が駿府に移され，

慶長小判を駿府金座でも鋳られた年で‘あるか

ら，慶長14年以後のように隠居して在城を日

常のこととしたのとは様子は異なっていても

駿府城にあって，まだ天下統ーも全からず，

鷹狩などを催して武勇を練り，一方では人材

を得，人心を掌握するのに細心の意を用いて

いた一つの表われがこの山椴に記されたもの

で，天下泰平となっ之は山椴のことで御朱印

に及ぶなどとは考えられないと思う .

また， r井一杯の冷水に山椴一葉浮べて」

と，まことに風流な書き方を しているものも

あるが，明治 2年の林朱寺所蔵の書き物には

「御好付・水中江，乾山根入候」とあるからこ

の記述にしたがうことにした.

再度の火災で家康の御朱印な ど残っていな

いことは残念であるが，林香寺から浅草の海

禅寺に届け出た書状で、三代家光，綱吉，吉宗，

家重，家治からも御朱印を賜わったことがわ

かる.すなわち書状の中に，大猷院とあるの

は家光，常慶院は綱吉，有徳院は吉宗，惇信

院は家重，俊明院が家治のことである.

静岡地方では朝倉山根を「ホンザンショ

ウ」または 「刺なし山椴」とも呼んで他と区

別している.そして「刺なし山淑」は安倍郡

玉川村の朝倉家より出たものと伝えられてい

るが，これは朝倉六兵衛左重が，天正 ・文雄

の間，家康に仕え，小牧の陣の功により安倍

郡玉川村柿沢に居を賜わり ，安倍の山方の御

用と，安倍を通じて信州への道筋見分などを

仰せつけられたのが此の家の初めで，数年前

までは朝倉山根の大木が存じたが， この山に

くわしい家にあったものが朝倉山根であった

か，朝倉姓なので，その出身が但馬が否かに

ついては明らかでない.

朝倉山根の栽培を現在もつづけているのは l

つ藁科川の上流，安倍郡清沢村坂本の宮本武

三老で，山英国の両岸に植えているが，朝倉

山椴は，実生が育たず，叉育ちにくいので，

接木用に秦Oも育てている.

静岡の大火や，戦災前には市内の庭園に山

根が配されているのをよく見たが，今では稀

れである.
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一一一 随 想 一 一

東西 「薬」 とい う字 雑考(その 2)

話す言語(ことば〉は， ¥流動的であり，文

字による語句，文章は固定的である.流動的

なものは何らかの形で記録しなければ捕捉し

難く，とかくあいまいな点を伴う.一方，文

字(印刷〉は弾力性，融通性に欠けるので，

語句文章の表現が適当でないと，誤って解釈

されるおそれがある.そこに言葉なり用語な

り文章なりに用いられる字の示す意義を定

め，それを正しく解釈し理解する要がある.

特に学術上の研究発表，討論等に当ってこ

の点を深く考慮しなければ，命題解説の前提

となる論旨が明確を欠き，討論が本筋から逸

脱し無意味に終るおそれも出てくる.

文字や印刷技術の発明は，知識産業に対し

て計ることのできないほど巨大な貢献をもた

らした.実に人類史上，ここに初めて思想，

個人の意志，ならびに社会的な知識等を他に

汎く伝達し，しかも時代を超えて後世にわた

って記録することができ，口頭による伝承や

古老-の記憶だけに依存しないでもすむように

なった.たとえ多くの年月を費やして知能を

蓄積した頭脳が死んで、も，永くそれらの知識

を保存することもできるようになり ，いわゆ

る文献の活用によって学問の進歩発達がみら

れるよ うになったことはいうまで もない.

「薬JとL、う字義に関しては前号に記した

が，用語上， ["薬」とし、う字を形容調的に用

いたもの，たとえば薬00，薬品00，薬事

00のごとき用例と.名詞的に用いているO

O薬というごとき用例とがある.形容調的に

用いられる場合は，極めてあいまいに用いら

れ易く，薬00における「薬」の意は，主と

本日本薬史学会

-::r 
zョ 井千代田*

して“薬に関する"…“薬の…"であろうが，

薬品00となると薬品を広義のものと狭義の

ものとに分けて考えることによって異なる.

広義には衣食住生活に関する薬品，たとえ

ば食品添加物，染料，ぺイント，シンナー，

化学肥料，農薬，洗剤，試薬，工業用薬品等

も含まれるが，狭義には疾病の治療，予防，

診断に与かる医薬品(くすり〉に限られてく

る.

本質的には薬用とされるものと同ーのもの

で、あっても試薬，工業用，調味料，写真用等

のごとく用途にしたがってそれぞれの規格を

設け区分されるものもある.また，作用の差

異によって毒薬，劇薬，麻薬等の行政区分が

行われるものがあるほか，用途上，剤型，適

応症等によって分類されるものがある.

これらは「薬」とL、う字が名調的に用いら

れる00薬というがごとき場合で、あって，作

用，用途を示す形容調的の字句との複合語が

多い.

なお「薬」と L、う字の読み方については，

単にヤと説む場合の例として薬研〈ヤゲン〉

薬缶(ヤカン〉があり，また薬局(ヤッキョ

ク)，薬価(ヤッカ)，薬系(ヤッケイ)，薬禍

(ヤッカ〉薬効(ヤッコウ〉のように，つまって

読む〈促音〉によるものがある. このように

ヤとヤッも共にカ行につづく場合であること

は興味がある.他はすべて薬事法，医薬品，

服薬，薬学等のごとくヤクと読む.

「薬」とL、う字を〈くすり)と訓読 して用

いる造語，熟語，複合語は，現在ほとんど用

いられていないものまでを含めると，意外に

数が多いことにおどろく.
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くすり(薬〉

くすりいれ

くすりうり

くすりかす

くすりがち

くすりがり

くすりぐい

くすりこ(くす乙〉

くすりざけ

くすし

くすりシャボン

くすりだい

くすりだのみ

くすりちゃ

くすりどの(くすどの〕

くすりどぴん

くすりとり

くすりなべ

くすりなやみ

くすりのかみ

くすりのかみ

くすりのつかさ

くすりのにょうかん

くすりのひ

くすりば乙

くすりぴん

くすりぷろ

くすりぷろ

くすります

くすりみず

くすりもぐさ

くすりもんちゃく

くすりや

くすりゅ

くすりゆぴ

くすりろ

薬 入

薬売

薬 浮

薬 勝

薬猟(狩〉

薬 食

薬子

薬 酒

薬 師

薬 代

薬頼

薬 茶

薬殿

薬土漉

薬取

薬 鍋

薬悩

尚薬 ・典薬頭

薬の神

薬司

薬の女官

第 3 巻第 2 号

①i 病気や傷を治療するために，服用または塗布，注射す るもの.水

! 薬，散薬膏薬，煎薬などの種類がある .

C到 粕薬(うわぐすり〉

①| 火薬

倒
⑤1 

① 

②; 

① 

② 

心身rc滋養，利益を与える もの

穏香(たきも の〉

薬の容著書

薬の行商人

薬を煎じた残りのカス

身体が弱く薬K親しみがちな ζ と

きそ いがり.上代以来，五月 の節句K山野IC出て薬草を競って採集

する ζ と.万葉歌 「かきっぱTこ衣ICすりつけますらをのくすり がり

する月は来にけり 」

(俳諮冬季語〉寒中K保温のために獣肉を食したこと

滋養となるものを食う ζ と

中古，正月元旦K供御l乙奉る屠蘇などを試飲する童女

薬用となる酒

医者

薬用石鹸

ゃくだい，薬の代金，医師の治療費，薬価

薬のキキメにたよる ζ と- (期待〕

黒大豆，陳皮，生翠な ど，茶K加えて飲む薬用飲料

禁中で，侍医などのひかえていた処

薬を煎じるに用いる土瓶

薬の材料を採集する ζ と.またその人のこと

医師の処へ薬を取りに行くこと.またその人の ζ と

薬を煎じるに用いる鍋

薬の中毒IC悩むとと

薬司(くすりのつかさ〉の長官.典薬寮の長宮.

薬師の神(くすしのかみ)-神代K医療 ・禁厭の法を定めたという

少彦名神，大己責神.

斎宮十二司のー，薬剤jの事を掌る

正月 の正旦IC屠蘇の供御を奉る役をつとめた女官

薬の日 ，くすり び 陰暦五月五日の異称，この臼薬玉(くすたaま〉を掛けたからとも薬

猟をしたからともいう.

薬 箱

薬瓶 ・薬草草

薬風呂

薬風炉

薬 析

薬水

薬 交

薬悶着

薬 屋

薬湯

薬 指

薬炉

医者が往診するとき薬など入れて携帯した箱.薬能.

¥ 

くすり湯

薬鏑をかけて薬を煎じる風炉

奈良 ・平安時代K，薬を量るに用いた析.小析は一合或は二合ニ

勺五才， 犬析は九合!と当る. 散薬ICは小析，煎薬ICIま大析を用い
ふ，.、.-
薬品を混じた水.薬液，水薬.

灸 K用いるモグサ

良薬の選定についてもめるとと

薬を売る家，売る人. 薬種屋

薬を入れた浴湯

掬指から 四番目，小指の隣りにある指.べにきしゅぴ- (薬を溶か

すに用いるなどすることからいう〉無名指，薬師指.

くすり風炉
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くすりくそうばい

くすりにするほど

薬九層倍 薬の価が原価1<::比べて非常に高い ζ と，暴利を得ることをいう.

極めて少量のことをいう.

くすりひとを殺さず1
《すしひとを殺す / 

くすりよりょうじよう | 薬より養生

界はその物にあるのでなくて，乙れを運用する人にあるということ.

薬をのひより養生が大切.

くす l 薬 熟語lこ用う・くすりの語根.

くすす | 薬す(他サ行
| 四段〉

薬をのませて病をなおす.いやす.

くする | 薬る(他ラ行
| 四段〉

λy 

くすし 1 薬師 医者

くすしぶみ | 薬師書 医術を学ぶ書物.医書

くすだま i薬玉 五月五日の端午1<::不浄を払い邪気を避けるものとして策や柱に掛け

たもの.鷹番 ・沈香 ・丁な字ど種々の香料を玉にして錦の袋1<::入れ

糸で飾り，造:ttiは菖蒲ゃ:ttiなどを添えて結びつけ，五色の糸を長く

主主れたもの.

くすね 薬煉 松脂と油を混合して煮て煉ったもの.糸，弓弦などに塗って強くす

るもの.

この中で従来一般に知られていないと思わ

れるのは， I薬」という字を他動調的に用い

られていることであろう . 薬す(くすす〉は，

サ行四段活用，薬る(くする〉はラ行四段活用

で，いずれも薬を与える，薬をのませる，薬

によって病を治すという意で使う . ま た 薬 師

(くすし)，薬玉〈くすだま〉 等の用例にみら

れるように(くすり〉の(り〉を省いて，単

に(くす〕と読む場合がある.

つぎに I薬」と L、う字を用い，ヤクと音

読する造語を列記してみよう .

薬医典薬の 唐 名

薬医門(役居門)， もと医家の門

施薬院(ゃくいん〉 施の字を省いて読むのを例と

する.上代窮民l乙施薬した処. せゃくい

ん.養生所の異称

薬液 くすりの液.液体のくすり

薬園薬草を植えるはたけ，採取するはたけ.薬

間

薬玉 くすりの中の王座になるもの.薬王菩穫の

略.良薬を施与して衆生の心身の病苦を除

治する菩薩.法華経1<::説く二十五菩薩の一.

薬 害薬品の害

薬学薬剤について研究する学問.薬物学 ・薬理

学

薬剤l 薬の品々.医療に用いる薬物.またそれを

調合したもの.くす り，薬品，薬物.

薬剤師 薬剤師国家試験の合格者，その他の者で厚

生大臣の免許をうけ薬剤師名簿1<::登録され

主として医薬品の調製，鑑定，保存，調

剤，交付i乙関する実務を行う者.

薬 司 中古，後宮で医薬の事を掌った役所.尚薬

・典薬等の職を置いた.くすりのつかさ，

くすりのし.

薬師 ・薬師如来 衆生の病気を治すという如来

薬餌薬と 食物と.くすり

薬酒薬種を入れた酒

茶室薬を調合，処方する へや.火器の装薬を入

れる部分.

薬事法 医薬品，用具等の製造 ・販売の適正を図る

ための法律

薬種薬材，薬品，くすり .主として，きぐすり

薬種商 くすりや.薬を調合 ・販売する家，または

その人. 薬舗，薬種屋.

薬疹薬剤lの中毒1<::よって起る発疹.

薬石石は夜石〈いしばり〉で古代の医療器.薬

といしばり，それを用いてする治療

薬専薬学専門学校

薬重量 処方議

薬草薬用植物

薬袋，薬褒(やくのう〉 薬を容れる袋

薬代薬の代価，薬価

薬庖薬を売る庖，薬舗.

薬 湯 くすりゅ.薬を煎じ出した湯，せんじぐす

り. (湯薬〉

薬毒薬 の中1<::ふくまれている毒性

薬博薬学博士

薬方薬 の処方，調薬の方法.

薬包 火砲に使用する発射用の火薬.
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薬包紙散薬を包む紙

薬品くすり ，薬剤l

薬物薬剤となる物

薬舗くすりや，薬J;5

薬味薬の品種.薬品，加薬.食品l乙添加する香

辛料.

薬味:i?f笥(ゃくみたんす〕 漢方医が種々の薬密を

容れて置くひき出しの多い箪笥.百味一一.

薬 用 薬として用いること.薬のはたらき.薬を

用いること.

薬浴薬剤lをまぜて行う温浴.

薬 欄 (ゃくらん〉 薬園のかこい.薬闘の垣.

薬理学 生活体l乙一定の化学的物質を与えたときに

起る生活現象の変化を研究する学問.薬物

学.薬学

薬カ(ゃくりき〉 薬の効力，くすりのききめ

薬料(ゃくりょう〉 薬の代金，薬代，薬品の材料

薬礼投薬の礼として医師K胞る金銭，医薬料

薬能(ゃくろう) くすり箱，やろう ，くすりを容

れて携帯する

薬飽中のもの薬箱の中K納めである薬品のよう

~r. ，時11:応じて自分の役lζ立ち，思いのま

ま11:なるもの，または人物

薬研〈やげん〕 くすりおろし， くすりくだき

薬気(やっき〕 くすりの香，くすりのけ，くすりけ

薬爽(やっきょう〉 薬を入れるもの，ケース

薬効(やっこう〉 薬のききめ

薬価(やっか) 薬の価絡

薬局方(やっきょくほう〉医薬品の品質，純度の基

準を定めた公定書

薬局(やっきょく〉 薬を調剤する所

元来，新しい学問，制度，製品等に伴う言

葉には外来語が多く ，原語をカナ書きで表わ

すものがますます増加 しており ，さらにそれ

らを日本語に訳したものも少なくなし、から同

義と思われる東洋，西洋の言葉を対照してみ

ると ，その語源，原文，原語から推して考え

ると意味がよく判るものがある.

たとえば，薬学は薬物学，薬理学に同じと

している一方，薬物学は薬学に同じとしてい

る辞書がある.この事は，薬学とい う学聞が

輸入移植されたものであるから，これらに関

連のある語は，英英辞書を百 I ~ 、て対比してみ

るとよく判る.

つぎに医薬品の「医」は，多種の薬品の中

から狭義にしぼって， “医療に用いる"薬品

の意であるが，医薬分業の 「医」は“， 医師

の職能"の意であり ， 1"薬」は “薬剤師の職

能の意である.したがって，医薬品の「薬」

と，医薬分業の「薬」とでは同じ「薬」であり

ながら全然意味が違う .英語では医薬分業を

Separation of Medicine and Pharmacy 

と書くから，この場合は医学と薬学とを分離

することのように解釈される.

また00薬，00剤というように「薬」と

「剤」を同じように用いる場合が少なくない

が，薬剤の 「剤」の意は，今 日では調合(配

合〉された薬の意に用いられることが多く ，調

剤，製剤のほか前記のように00剤など広く

使われている.漢字解によると「剤」 は(と

とのえる〉の意味の「斉」と，物を切り分つ

刀(リ〉との会意形成字で，薬を調合するサ

ジ(匙〉を万圭(とうけしうというところか

ら，医師のことを万圭家という ，とある.そ

して剤の本義は薬種を切り刻んで調製するこ

とだと L、う .

ところで"薬剤師という名称は， その職能

の広域にわたる点からみて，現在では不適当

であるといわなければならない.

医薬に相当する言葉には，英語でも独乙語

でも病気を治療するもの，という意を含んで

いるものがある.すなわち， Curative， Hea-

ling， remedy， Heilmittelなど，し、ずれも

医薬 medicine，medizin， medecine の意を

もっ.単に medicine とあれば医学， 医術

の意もあるが， “病気の治療，健康 増進のた

めの薬(くすり)"特に内服薬のことをい う.

また売薬は Patentmedicineといわれるが，

現在わが国では売薬のことを家庭菜と名を改

めている.売薬とか家庭薬とかを外国語に翻

訳する場合には，あまり原文字にこだわる

と，実際から遠ざかってしまうおそれがある.

「売薬」 に相当する独乙語に Geheim-

mittel (秘薬〉というのがあり ， これは内

容を明らかにせず，秘方にもとずくものが多

かったからでもあろう .別に proprietary

medicineというのは独占的な専売薬ともい
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うべき ものである.

Medicamentは発音と韻字こそ多少異な

っているが，諸外国では，薬，薬剤， 医薬の

意で‘あって全く medicineと同義をもってい

る.

薬(くすり〉を medicineというほか，粉

末薬(散薬，こなくやすりは単に powder，丸

薬は pill，水薬(液剤〉は liquidmedicine 

外用塗布薬は Ointmentというふうに薬〈ゃ

く〉あるいは薬〈くすり〉としづ字をことさ

らに複合的に用いない例が多い.たとえば駆

虫薬，睡眠薬， 解熱薬等々，単語名調ができ

ている.服薬，投薬などの用例 は，薬をの

む，薬を与えるの意で，薬を目的格に使って

いる.また，毒薬の薬は名詞形であるが，薬

毒(薬の害，副作用，毒性)の薬は形容詞形

として使われている.

辞書にも見当らない造語例として，次のよ

うなものがある. (カッコ内はその意味〉

薬系 (薬学関係あ るいは薬学系統〉

薬育 (薬学教育)

薬政 (薬学，薬業，薬剤師，薬品等l乙関する政

治的の事項，政治的関係〉

薬史 (薬学，薬業等K関する歴史〉

薬事 (薬剤師，医薬品などに関する事項)

薬疹 〔薬の副作用によって生ずる発疹〕

薬殺 (野犬等を毒薬を用いて殺す〉

以上の用語例の中で，単に薬一ーとある場

合の薬とは，薬〈くすり〉に関係のある， と

いう意であるか，または薬学の領域における

という意であるか，明らかでない場合 もあ

り，薬品ー，薬剤一，薬物一等は薬ーと同義

に解釈しても差支えない場合もあり ， また薬

(くすり〉の意であるにしてもそれぞれ多少

ニュアンスを異にする場合もあって，言葉の

意味を一層あいまいにさせている.

つぎに，薬，薬剤，薬物，医薬，薬学等に

関する英語を記す.

Medicine 

Medicinal 

Medical 

薬剤，医薬.医学，医術.

医薬の，薬の，薬による，薬

物の，

薬物性の，薬用の.医薬の，

医学の， ・医療の，医術の

Medicate 

Medicative 

Medication 

Medicament 

Medico-

Remedy 

Remedial 

Remedium 
(Remedia) 

Drug 

Druggist 
Materia medica 

Pharmacy 

Phar口1acal

Pharmaceutic 

Pharmaceutics 

Pharmaceutical 

Pharmaceu tist 

Pharmacist 

Pharmaco-

Pharmacodynamic 

Pharmcodynamics 

Pharmacognosy 

Pharmacognosist 

Pharmacology 

Pharmacologist 

Pharmacologic 

Pharmacological 

Pharmacopoeia 

Pharmacopeia 

Pharmacopeial 

Pharmacotherapy 

Pharmacia. 

Pharmic. 

薬を加える.

薬の，薬用の.

投薬.薬物混入.薬物配合.

薬剤，医薬品.

医薬，医療，治療，療法.

薬の，治療上の.

薬，薬物.

薬，薬品，薬密，薬剤，医薬品，

薬剤師.薬種商.
医学，薬物.

薬学.薬局

薬学の.

薬学の.

製薬学

薬学の，調jilJ上の，製薬の，

売草案の，薬剤l

薬剤師，

薬剤師.

薬という意の接頭語.

薬力学的.

薬力学.

生薬学.

生薬学者.

薬学，薬理学，薬物学.

薬学者，薬理学者，薬物学者

薬局方

薬物療法

薬学

薬学生

薬学，薬局の意をもっ pharmacy (英 ・

米〉に相当する欧米語は， pharmacie (仏)，

pharmazie (独)， Farmacia (西)， phar-

macie (和)， Farmacia (伊〉 等となってし、

る.

日本薬学会から刊行されている雑誌の名称

“フ ァJレマシア"は，すでに諸外国でラテン

語 PHARMACIAが用いられているから，

同じ題名を使うとまぎらわしくて不適当だと

いうことによる ものらしいが， ファルマシア

をそのまま音訳して FARUMASHIAと ロ

ーマ字化することには，少なからず異議が述

べられているようである. しかもローマ字に
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は FA とL、う発音の韻字はない. 薬水

薬水針

薬単留

水薬

注射器

処方築

最後に，中国語の 「薬」とい う字の用語例

の幾っかを記す.

薬

薬桟

薬敬

薬方

薬方子

薬房

薬 粉

薬性

薬祐

薬 力

薬 料

薬末

薬片

薬餅

薬散

薬石

薬石成仇

薬石無験

薬害

Yao 約l乙会じ

薬種問屋

薬礼

処方議

処方霊童

薬庖，薬種屋

散薬

くすりの性質

八百屋の符牒(十の意〉

くすりの効能

薬剤，薬材

粉薬，散薬

錠1ilJ

錠剤

散薬

教訓，忠告(上位にある人からの〉

良薬は口l乙苦し

薬石効なし

薬学の書

薬土 阿片

薬材行 楽種展

薬 資 薬代

薬メL 丸薬

薬油 膏薬のこと

薬味 薬

薬引子 主薬のキキメを有効にするため

1<::服用する副薬

(本稿を記す1<::当り，下記の辞典を参照し引用した〉

新村出編 :広辞苑

石井勲著 :漢字の神話

宮島 ・矢野共著 :中国語辞典

西尾 ・岩淵共編:岩波国語辞典

金問ー京助監修:明解国語辞典

研究社:New English-Japanese 

Dictionary 

グ:Curren t English Dictionary 

富 山 房:愛解英和辞典

Establ. 1870 

HEIANDOO PHARMACY 
5-78 Aioityoo， Nakaku， Yokohama， Japan. 

Tel. Yokohama: 045-681-3232 ; 3233. 

Dr. TOOTAROO SIMIZU， Pharmacist. 

Professer of Pharmacy TOHO UNIVERCITY， Tokyo 
Member of THE JAPANESE SOCIETY OF HISTORY OF PHARMACY， Tokyo. 

Member of L' ACADEMIE INTERNA TIONALE D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE. Pays Bas. 

Member of Internationale Gesellschaft fur Geschichte der Pharmazie e. V.， Stuttgart. 

Member af the American Institute of the History of Pharmacy， Maclison. 

HUZIO SIMIZU， Chief Pharmacist. 

創業明治 3 年

平
~ 

Zζ 堂 薬 局
横浜市中区相生 町 5-78(馬車道)

電話(045)-68 1-3 2 3 2 3 2 3 3 
東邦大学教授 薬学博士 清 水 藤太郎

薬局長薬剤師 清 水 不二夫
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(薬史学 ・資料の紹介)

根本曽代子 : 近代薬学史年表(1)弘化 2 ~大正元(1845~1912)，薬局，19， 7， 909~914， (1968) 

λP グ (2)大正元~昭和41(1912 ~1966) グ グ 8，1061~1064( グ

平安堂閑話 ;明治百年と薬学(1)不良薬対策，薬局， 19， 3， 419~420 (1968) 

λy 11 (2)売薬制度(1)， 11 // 4， 531~532 (グ〉

11 グ (3) ノγ (2) グ λY 5， 670 (グ〉

11 必Y 仏)薬学教育(1) 11 λy 7， 926~928 (グ〕

11 λy (5) 必γ (2) 11 11 9， 1212 (グ〕

λy λy (6) 11 (3) グ か 10， 1345 (グ〉
¥ 

11 必Y (7)医薬分業(1) Jγ Aγ 11， 1471~1472 (グ〉

ノア 必ア (8) 11 (2) 11 11 12， 1印1~1印2 (グ〉

谷間忠二 ;日本薬剤師会史稿，日本薬剤師会々総

(1) 維新政府の画いた医事薬事制度 19， 8， 21~23 (1967) 

(2) 医制とその実施 。 9， 69~71 (グ〉

(3) 初期の薬剤師養成(1) グ 10，49-53 (グ〉

(4) ノア (2) ノア 12， 37~49 (グ〕

(5) 始動期の東京薬剤師会 20 1， 61 ~66 (1968) 

(6) 地方薬剤師会の推進 必y 2， 25~29 (グ〉

(7) 初期の議会運動 ノγ 4， 41~44 ( 11 ) 

(8) 会内の動繕 必Y 5， 43~46 (グ)

(9) 日本薬剤師会設立 ノγ 6， 57~63 ( 11 ) 

(10) 明治27年公布の関係法令 Jア 8， 37~40 (か〉

(11)台湾統治 11 9， 45~47 (グ〉

(1司明治中期(1) グ 10，54~57 (グ〕

03) 11 (2) (明31=1898) グ 11，69~71 (グ〕

根本曽代子 ;歴代日本薬剤師会々長小伝，目薬誌(1968)

正親町実正先生〔初代) 20， 8， 41~44 (1968) 

下山順一郎先生 (2代) 11 9， 41~44 (グ〉

丹波敬三先 生 (3代〕 グ 10， 51~53 (グ)

丹羽藤吉郎先生 (4，6代〉 か 11， 65~67 (グ〉

根本曽代子;丹羽藤吉郎先生の人間像，目薬誌(1968)

(1) 20， 1， 50~53 (1968) 

(2) グ 2，37~41 ( 11 ) 

(3) グ 3，37~40 (グ〉

(4) 11 4， 39~41 (グ〉

(5) グ 5，53~56 (グ〉

(三浦三郎〉
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あとカまき

第 3巻第2号の刊行に際して担うことは，第4巻以降はさらに学術昔、としての内容を充実させ

なければならないということである.

会員数も次第に増加 しつつあることは御同慶であるが，その事は機関誌の刊行に与かることが

少なくないので，今後会員各位の御寄稿に期待するとともに，編集子も意欲を新たにして努力し

たい.次号〈第 4巻第 1号〉については.寄稿締切を来る44年 5月末とし 7月刊行の予定.次

いで創立15周年記念号の編集を企画したい.

0第 3巻第 1号

ボタ ンピ

ボタ ンピ末

ボレイ

ポ レイ末

ワタイオウ

ワダイオウ末

IIIIIIINV¥f口www II (1) (2) (2)改

O o 0 。
。o 0 

O 。
。 O 

¥ 

W(2)改Oml入

同上

口II(百よ)0加入

IIIO削除
四(2)改O加入

NO加入

との項削除

(以上木村雄四郎氏記事〉
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日本薬 史 学会 会則

第1条本会は日本薬史学会 TheJ apanese 2. 幹事は総会で会員の互選によっ

Society of History of Pharmacy て選び，会長を補佐して会務を

と名付ける. 担当する.

第2条本会は薬学，薬業に関する歴史の調 3. 幹事中若干名を常任幹事とし，
¥ 

日常の会務および緊急事項の処査研究を行い，薬学の進歩発達に寄

与することを目的とする. 理ならびに経理事務を担当す

第3条本会の目的を達成するために次の事 る.

業を行う. 4. 評議員は会長の推薦による.

1. 総会 (毎年日本薬学会年会の時 第7条本会に事務担当者若干名をお く.運

に行う) 営委員会は会長これを委嘱し， 常任

2. 例会 (研究発表会，集談会) 幹事の指示を受けて日常の事務をと

3. 講演会，シンポジウム ， ゼミナ る.

-)レ，その他 第8条本会の事業目的を達成するため別に

4. 機関誌「薬史学雑誌」の発行. 臨時委員を委嘱するこ とができる.

当分の間年2固とする. 第9条本会は会長の承認により支部叉は部

5. 資料の収集，資料目録の作製. 会を設けることができる.

6. 薬史学教育の指導ならびに普 第10条本会の会則を改正するには総会で出

及. 席者の過半数以上の決議に よるもの

7. その他必要と認める事業. とする.

第4条本会の事業目的に賛成し，その 目的 第11条本会の年度は暦年 (1月よ り12月ま

の達成に協力しようとする人をもっ で)とする.

て会員とする. 第12条本会の事務所は東京都千代田区神田

第5条本会の会員は会費として年額1，000 駿河台日本大学理工学部薬学科内に

円を前納しなければならない.但し おく .

学生は年額500円とする.賛助会員

は本会の事業を協賛する人または団 日本薬史学会役員 (昭和41年3月現在)

体とする.賛助会員は年額5，000円 0印は常任幹事

とする. 会長 朝比奈泰彦

第6条本会に次の役員をおく .会長 1名， 幹事 赤須通美 三浦三郎

幹事若干名，評議員若干名，役員の 石坂哲夫 三堀三郎

任期は2カ年とし重任することを語、 0木村雄四郎 根本曽代子

める. 清水藤太郎 O吉井千代田

1. 会長は総会で会員の互選によっ (地方) 高橋真太郎 木村康一

て選び，本会を代表し会務を総 宗田 塚本赴夫

理する.
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疲労・倦怠感・肩こり・腰痛・神経痛・リウマチ・筋肉痛
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